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 第６章 し尿処理事業 
 

1 概説 

 （１）収集 

  ① し尿 

収集主体 許可業者 市直営 

業者数 １７社 ― 

収集区域 

※児島地区を除く全市 

責任体制の確立を図るため事業者ごとに

収集区域を指定 

児島地区 

収集形態 
計画収集（定期収集）を基本 

※ 随時収集（電話依頼等）にも対応 
 

収集量の割合 ８２％ １８％ 

処理手数料 

（第９章 

３０参照） 

倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条

例第１１条第１項第４号に定める額を超

えない範囲で，業者の定める料金 

・汲み取り量による従量

制料金（条例） 

・経済変動などを考慮

し，必要に応じて改定（

倉敷市廃棄物減量等推進

審議会） 

市補助金 

（第９章 

３０参照） 

市民負担の軽減を図るため，昭和４７年

１０月から補助金制度を採用（業者へ交

付） 

 

 

  ② 浄化槽汚泥 

収集主体 許 可 業 者 

業者数 １８社（し尿兼業１７社＋浄化槽専業１社） 

収集区域 

倉敷（庄・茶屋町除く）水島地区１２社／庄地区１社／茶屋町地区１

社／玉島地区３社／児島地区１社／真備地区１社／船穂地区１社の収

集区域指定 

収集形態 計画収集（定期収集）を基本 

処理手数料 業者の自主料金による 
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 （２）処理 

 本市のし尿処理は，し尿と浄化槽汚泥を混合して処理している。前処理段階まではリサ

イクル推進部が担当し，その後は下水道部（下水処理場へ投入）で対応している。なお，

小型合併浄化槽の普及による浄化槽汚泥量の増加に対応した適正処理を行うため，平成８

年１２月に白楽町し尿処理場に浄化槽汚泥の脱水設備を設置した。 

 平成２８年４月から下水道整備の進捗と施設の老朽化から，船穂長崎中継槽を廃止した。 

し尿

浄化槽汚泥等

倉敷地区

庄地区
茶屋町地区

し尿

浄化槽
汚泥等

水島地区

し尿

浄化槽
汚泥等

玉島地区

し尿

浄化槽
汚泥等

白楽町し尿処理場
※浄化槽汚泥脱水装
置を設置。浄化槽汚
泥のみ処理。

備南衛生施設組合

水島し尿処理場

玉島し尿処理場

船穂地区

し尿

浄化槽
汚泥等

し尿全
量運搬

浄化槽汚泥
６０ｋｌ／日
まで搬送

真備地区

し尿

浄化槽
汚泥等

総社広域環境施設組合

児島下水処理場

中継槽

児島地区

し尿

浄化槽
汚泥等
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２ し尿・浄化槽汚泥処理計画 

 （１）処理人口・世帯数 

 （平成３０年３月３１日現在） 

区  分 人  口 世 帯 数 

く み 取 り ２４,９３２人 １２，１６６世帯 

浄化槽（水洗） １０３，２０５人 ３１，０６１世帯 

下水道（水洗） ３４９，３９８人 １５２，２９１世帯 

農業集落排水 １，１６４人 ４３９世帯 

自 家 処 理 ４７８人 １５２世帯 

 

 （２）処理人口の推移 

 

 

単位：人 

  
処理区域 

人口 
くみ取り人口 浄化槽人口 下水道人口 

農業集落 

排水人口 

自家処理 

人口 

２５年度 ４８３，１３４ ３０，６５１ １１４，５３８ ３２８，８９６ １，２２６ ５８２ 

２６年度 ４８３，５３７ ２８，９０７ １１１，７７９ ３３３，７９４ １，２００ ５５９ 

２７年度 ４８３，５４７ ２７，５５８ １０９，３１２ ３３９，５５９ １，１８７ ５３０ 

２８年度 ４８３，５７６ ２６，２６６ １０５，８８０ ３４４，７７９ １，１６６ ５０３ 

２９年度 ４８２，７９０ ２４，９３２ １０３，２０５ ３４９，３９８ １，１６４ ４７８ 
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３ し尿・浄化槽汚泥排出量 

 （１）年度別推移 

                            （単位：ｋℓ ） 

 

区    分 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

浄化槽汚泥 ９６，４１３ ９２，４８９ ９１，０１７ ８９，５９８ ８８，８７６ 

し    尿 ３１，８４１ ２９，０７４ ２７，７７１ ２６，５００ ２５，５６６ 

  許可業者 ２６，１６８ ２３，７３９ ２２，８８２ ２１，９５６ ２１，００２ 

  直営 ５，６７３ ５，３３５ ４，８８９ ４，５４４ ４，５６４ 

合    計 １２８，２５４ １２１，５６３ １１８，７８８ １１６，０９８ １１４，４４２ 

 

 （２）地区別，人口及び排出量（平成２９年度） 

                            （単位：人〔収集量は ℓ 〕） 

 全市 倉敷 水島 児島 玉島 庄 茶屋町 船穂 真備 

処理区域人口 482,790  198,764  88,887  69,340  63,744  15,230  16,421  7,644  22,760  

し尿 
人口 24,932  4,141  2,907  8,218  4,712  788  394  712  3,060  

量 25,566,307  4,620,600  4,340,700  4,563,877  5,811,300  1,610,400  491,340  702,990  3,425,100  

浄化槽 
人口 103,205  39,637  9,221  11,680  15,603  11,880  4,206  2,261  8,717  

量 88,876,040  27,643,800  17,865,900  8,697,930  12,890,200  6,811,360  2,925,310  1,677,780  10,363,760  

下水道人口 349,398  151,109  75,221  53,190  41,125  3,223  11,528  3,933  10,069  

農業集落排水 1,164  355  0  0  0  0  0  518  291  

自家処理人口 478  80  21  102  175  53  12  35  0  
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４ 浄化槽基数の推移 

 
 

  ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

単独処理浄化槽 １１，３９８ １０，９０５ １０，５６０ １０，２４１ ９，６２７ 

合併処理浄化槽 ２０，９３３ ２０，９５４ ２０，９１９ ２０，８２０ ２１，４３４ 

合計 ３２，３３１ ３１，８５９ ３１，４７９ ３１，０６１ ３１，０６１ 

 

５ し尿処理施設別処理量（平成２９年度）               （単位：ｋℓ ） 

    全市 倉敷 水島 児島 玉島 庄 茶屋町 船穂 真備 

白楽町 

し尿処理場 

し尿 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

浄化槽 44,392  27,644  15,070  0  0  0  0  1,678  0  

計 44,392  27,644  15,070  0  0  0  0  1,678  0  

水 島 

し尿処理場 

し尿 9,599  4,621  4,341  0  637  0  0  0  0  

浄化槽 15,687  0  2,796  1  12,890  0  0  0  0  

計 25,286  4,621  7,137  1  13,527  0  0  0  0  

児 島 

下水処理場 

し尿 4,564  0  0  4,564  0  0  0  0  0  

浄化槽 8,697  0  0  8,697  0  0  0  0  0  

計 13,261  0  0  13,261  0  0  0  0  0  

玉 島 

し尿処理場 

し尿 5,877  0  0  0  5,174  0  0  703  0  

浄化槽 0  0  0  0  0  0  0  0  0  

計 5,877  0  0  0  5,174  0  0  703  0  

備南衛生 

施設組合 

（清鶴苑） 

し尿 2,101  0  0  0  0  1,610  491  0  0  

浄化槽 9,736  0  0  0  0  6,811  2,925  0  0  

計 11,837  0  0  0  0  8,421  3,416  0  0  

総社広域環境 

施設組合 

（ｱｸｱｾﾝﾀｰ吉備路） 

し尿 3,425  0  0  0  0  0  0  0  3,425  

浄化槽 10,364  0  0  0  0  0  0  0  10,364  

計 13,789  0  0  0  0  0  0  0  13,789  

合 計 

し尿 25,566  4,621  4,341  4,564  5,811  1,610  491  703  3,425  

浄化槽 88,876  27,644  17,866  8,698  12,890  6,811  2,925  1,678  10,364  

計 114,442  32,265  22,207  13,262  18,701  8,421  3,416  2,381  13,789  
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６ 一般廃棄物処理業等合理化事業 

   公共下水道等の整備により，し尿処理業者の業務量が減少していく中，し尿処理業者の経

営の基礎となる諸条件に著しい影響を緩和し，併せて経営の近代化及び規模の適正化をはか

るために一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法（以下，「合特法」と言う。）が

昭和５０年に制定された。 

本市では，合特法の趣旨を鑑み，し尿処理業者の転廃業を円滑に進め，し尿の収集・運搬

体制を適正規模に縮小するため，平成１１年度に旧市内のし尿処理業者と覚書を締結し，代

替業務を提供することで支援することとし，家庭ごみの収集運搬業務を主とし，下水道管き

ょの清掃業務などをし尿処理業の代替業務として提供している。 

 平成２２年度に第１１次下水道整備五箇年計画（平成２３年度～平成２７年度）が策定さ

れたことを受け，倉敷市一般廃棄物処理業等合理化事業計画の策定を目的に，平成２２年６

月に倉敷市一般廃棄物処理業等合理化事業審議会条例を制定し，８月には同審議会を設置し

た。 

 同審議会において「倉敷市の合理化事業のあり方」と「これまでの合理化事業の清算」に

ついて審議され，５回の審議を経て，同審議会より答申が提出された。この答申を基に市内

のし尿処理業者と協議を実施し，第１次倉敷市一般廃棄物処理業等合理化事業計画を策定し，

平成２４年２月に岡山県知事から承認を受けた。 

 この計画により，規模の適正化（収集車両の計画的な減車）とし尿及び浄化槽汚泥収集量の

減少に伴う代替業務の提供を行う合理化事業を実施することになった。 


